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は じ め に 

 
 諸外国に例を見ない急速な高齢化の進展，また障害者が障害のない人ととも

に社会参加できる「ノーマライゼーション」の理念が浸透する中，平成１２年

１１月に，「高齢者，身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促

進に関する法律」（通称：交通バリアフリー法）が施行されました。 
 宇都宮市では，高齢者や障害者を含むすべての人が，自分の意志で自由にか

つ安全に移動できる環境を確保するため，法第６条に基づき交通面のバリアフ

リー化の指針となる，「宇都宮市交通バリアフリー基本構想」を平成１５年５月

に策定いたしました。 
 この基本構想では，「ＪＲ宇都宮駅」と「東武宇都宮駅」の２駅を特定旅客施

設として位置付け，この２駅を中心として，公共施設や病院などの主要な施設

を含む地域を「重点整備地区」，また，これらの施設までの経路を「バリアフリ

ー化を推進すべき経路」として位置付け，公共交通事業者，道路管理者，公安

委員会等が互いに協力して重点的に移動円滑化を推進していくことが定められ

ております。 
 この度，この基本構想に基づき，重点整備地区内のバリアフリー化を推進す

べき経路についての道路特定事業計画を作成いたしました。 
 今後は，道路管理者（栃木県・宇都宮市）がこの計画に基づき，計画的に整

備を行い，安全で快適な歩行空間の確保を図り，すべての人にやさしいまちづ

くりを積極的に進めてまいります。 
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